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項 目 手続き等 担 当 課 必要なもの 

水道使用 

手続きはインターネットや電話、企業局お客様センター 41-2841 で。 地図⑯ 

① 新しい家の使用開始の申し込みが必要です。 

② 転居前の家の使用中止届…届出がないと使用中となり料金が発生し続けます。 

③ 料金の精算・・・転居後、納付書または口座振替での支払いとなります。 

家庭のごみ出し 
校区別の「ごみ・リサイクルカレンダー」を用意しています。公式ホームページや

ＬＩＮＥでも確認できます。 環境業務課 41-2723 地図⑰ 

印鑑登録している人 住所は自動的に変わります。 

市民課 ４１－２６０２ 

地図③ 

 

マイナンバーカード
を持っている人 

住所の書換えをします。署名用電子証

明書をつけていた人は住所異動で失

効するので、再度申請が必要です。 

マイナンバー 

カード 

広報おおむた 
配布先の変更または停止は、QR または電話で申請してください。 

広報課 41-2505 地図④ 

国民健康保険に 
加入している人 

「資格確認書」または「資格情報のお

知らせ」を交付します。原則、後日郵

送です。 

保険年金課 

国民健康保険担当 

41-2606 地図⑥ 

国民健康保険 

資格確認書 

後期高齢者医療制度
に加入している人 

「資格確認書」を交付します。資格確

認書は後日郵送します。 

保険年金課 

後期高齢者医療担当 

41-2665 地図⑦ 

後期高齢者医

療資格確認書 

年金を 
受給している人 

公的年金を受給している人は、住所変更届が必要か問い合わせをしてください。 

日本年金機構大牟田年金事務所 52-5294 

※共済年金を受給している人は各共済組合へ 

児童に関する手当を 
受給している人 

◇児童手当：児童と別居する場合は手続きが必要です。 

◇児童扶養手当：住所変更届をしてください。 

添付書類等はお問い合わせください。 
子ども家庭課 

 41-2661 

地図⑮ 医療証を 
持っている人 

医療証をお持ちになり住所変更届をしてください。 

◇子ども医療証◇重度障害者医療証◇ひとり親家庭等医療証 

介護保険被保険者証
を持っている人 

「被保険者証」「負担割合証」の住所

の書き換えをします。 

福祉課 介護保険担当 

41-2683 

地図②-２（ブルーの自動扉） 

介護保険被保

険者証 

大牟田市以外の介護保険被保険者証

をもっている人で、大牟田市内の住所

地特例対象施設を退去・変更する人は

届をしてください。必要に応じ、介護

保険認定申請が必要になります。 

 転 居  に伴う手続きのご案内 
 
住民異動届を提出された方は、下記を参考にして必要な手続きをしてください。 
手続きの際は、運転免許証等の本人確認書類を持参してください。 

大牟田市公式ＬＩＮＥ 

行政情報やイベントなどさまざまな情報が届きます。 

災害時にも活用できます。ぜひ登録してください。 

（令和８年１月更新） 

https://www.city.omuta.lg.jp/


そのほかの手続き ◇ 電気 ◇ ガス ◇ 電話 ◇ 郵便局 ◇ 新聞 ◇ 預貯金・保険 ◇ 免許証 ◇ 各種カード 等 

項 目 手 続 き 等 

各種障害手帳を 

持っている人 

手当を受給している

人 

住所変更が必要です。 

◇「身体障害者手帳」「療育手帳」 

◇特別児童扶養手当・福祉手当・ 

特別障害者手当 

◇「精神障害者保健福祉手帳」 

福祉課 障害福祉担当 

４1-2663 

地図②-1  

各種手帳 
印鑑（代理人
のとき） 

◇「公害医療手帳または 

（公害）医療証」 

保健衛生課 41-2669 

地図⑱ 

公害医療手帳

または 

(公害)医療証 

小中学校の転校 

手続き 

「就学者異動通知書」と「就学通知・連絡票」を市民課で発行しますので、現在

の学校と新しい学校に提出してください。指定された学校への就学が困難な場合

は、教育委員会学校教育課（41-2863）へご相談ください。 地図① 

引っ越しごみ 

大型ごみ 

引っ越しに伴う臨時ごみ、大型ごみの収集は、事前に電話予約（平日の午前８時

３０分～午後５時）が必要です。大型ごみ受付センター 59-7033 

し尿くみ取り 
くみ取り式便槽の場合は、くみ取りの申込み・廃止の手続きが必要です。登録ま

でに１週間ほどかかるのでお早めに。環境業務課 41-2720 地図⑰ 

飼い犬 

登録事項変更届の提出が必要です（電話で可）。 

環境省のマイクロチップ情報の登録をされている場合は、   

変更手続きをされると、窓口申請は不要です。  

マイクロチップ情報変更は https://reg.mc.env.go.jp   

保健衛生課 41-2669 地図⑱                         

市営住宅に 

住んでいる人 

世帯人員異動届または市営住宅退去届等が必要です。添付書類等はお問い合わせ

ください。市営住宅管理センター 41-0123 住所：不知火町１丁目１番地８ 

 

 

 

https://reg.mc.env.go.jp/

